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一定の条件において住宅の耐震改修で所得税額控除、固定資産税減額が受けられる

制度が創設。また事業用建築物には２年間の特別償却措置や地震保険控除制度も新

たに設けられました。 

 

①耐震改修税額控除制度の創設 

居住者が一定の区域内※1 において、住宅※2 を耐震改修をした場合に、当該住宅

耐震改修に要した費用の 10％相当額（上限 20 万円）がその年の所得税額から税

額控除されます。  
※1 一定の区域とは、次に掲げる計画に定められた区域。(1)地域における多様な需要に応じた

公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の地域住宅計画（住宅耐震改修のための一定

の事業を定めたもの）(2)建築物の耐震改修の促進に関する法律の耐震改修促進計画（住宅

耐震改修のための一定の事業を定めたもの）(3)住宅耐震改修促進計画（地方公共団体が地

域の安全を確保する見地から独自に定める計画）  
※2 昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された家屋  
◆適用期限 平成 18 年 4 月 1 日～平成 20 年 12 月 31 日までの間に行われる工事が

対象になります。 

 
②住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置の創設 

住宅※1 に耐震改修工事（一戸当たり工事費 30 万円以上のもの）を施した場合に、

当該住宅に係る固定資産税の税額が 1/2 に減額されます。※2 
※1 昭和 57 年 1 月 1 日以前から存していた家屋  
※2 減額は、工事完了期間に応じ、平成 18 年 1 月 1 日～21 年末までに改修した場合は３年度

分、平成 22 年 1 月 1 日～24 年末までに改修した場合は 2 年度分、平成 25 年末までに改

修した場合は 1 年度分それぞれ実施する。  
◆適用期間 平成 18 年 1 月 1 日～平成 27 年 12 月 31 日までの間に行われる工事が

対象になります。 

 
③事業用建物の 2 年間の特別償却措置 

青色申告事業者が、平成 18 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日までに、特定建

築物（事務所、百貨店、ホテル、賃貸住宅等の多数の者が利用する一定規模以上

の建築物）について“耐震改修促進法”の認定計画に基づく耐震改修工事を行っ

た場合で、当該特定建築物につき耐震改修に係る所管行政庁の指示を受けていな

いものを対象として、10％の特別償却ができる措置が講じられます。  
 
④地震保険料控除の創設 

所得税（平成 19 年分から） 所得税地震保険契約に係る保険料又は掛金の全額を

その年分の総所得金額から控除（最高 5 万円）。  
個人住民税（平成 20 年度分から） 地震保険契約に係る保険料又は掛金の 1/2 を

その前年の総所得金額から控除（最高 2 万 5 千円）。  
 



 
 

所得税の控除  昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された家屋 

◎平成 18 年 4 月 1 日～平成 20 年 12 月 31 日の工事 

 

 

 

 

 

固定資産税の減額措置  昭和 57 年 1 月 1 日に既に建っていた家屋 

◎工事費 30 万円以上 

◎1 戸当たり対象床面積は 120 ㎡まで 

 

 

 

 

 

 

 

確定申告 
 

工事金額を明記 

した書類など添付 

工事費用×10％ 

（最高 20 万円）を 

税額控除 

改修後３ヶ月 

以内に市町村に申告 

（証明書添付） 

固定資産税を半減 

・平成 18 年～21 年改修→3 年間 

・平成 22 年～24 年改修→2 年間 

・平成 25 年～27 年改修→1 年間 

早く改修するほど減額期間は 

長くなる仕組み 

耐

震

改

修

工

事 


